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（令和４年度～令和７年度）
[bookmark: _Hlk22550672]１　「教育の大綱」の位置づけ
　　　　南伊勢町「教育の大綱」（以下「大綱」という）は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３に基づき、南伊勢町の教育、学術及び文化の振興に関しての総合的な施策を示すものです。
　　　　大綱では、国の教育行政の動向、社会経済情勢の変化、町民のニーズなども勘案した上で、南伊勢町の施策の方向に沿った基本方針を掲げます。
この大綱に基づき、町と教育委員会が一体となって南伊勢町の教育を推進していきます。
２　大綱の期間
令和４年度からの４年間とします。また、国・県及び社会情勢の動向等を踏まえ、適時改定する場合もあります。
３　教育目標 
○　「生き抜いていく力」を身につける教育をすすめ、将来の南伊勢町を担うグローカルな人材を育てます。
[bookmark: _Hlk22553107]○　将来にわたり、希望をもち誇れるふるさと南伊勢町づくりをともに担う人づくりをめざします。
４　基本方針
1． 子どもたちの笑顔あふれる成長のため、一人ひとりの可能性を「開花」させ、「生き抜いていく力」を育てます。
2． 子どもたちが郷土を愛し、ふるさと南伊勢に誇りを持つためのふるさと教育を進めます。　
3． 保護者や地域の方々の学校運営への参画を図り、地域の特色や資源を活かした教育を進めます。
4． 道徳教育の充実を図り、人権を尊重する態度を養うとともに、命を守る防災教育を徹底します。
5． 町内に残る貴重な地域文化の伝承と文化財の保護・保存を進め、南伊勢の誇りとして活用を進めます。
6． 家庭や地域、関係機関・団体が連携し、町民のニーズに対応できる生涯学習を充実します。
7． 地域の力を活用し、青少年に多様な人々との交流や様々な活動を体験できる場を豊富に提供し、豊かな社会性を身につけた健全な青少年を育てます。
8． 町民の生涯スポーツを支援するとともに、町民の文化芸術活動を支援し、優れた文化芸術に触れる機会をつくります。
